
平成３０年（国）第７４２号

令和元年６月２８日裁決

主文
　後記「事実」欄第２の２⑸記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、国民年金法等の一
部を改正する法律（昭和６０年法律第３４
号。以下「６０年改正法」という。）附則第
１４条の規定による老齢基礎年金の額の加
算額（以下「振替加算額」という。）につい
て、後記第２の２⑸記載の原処分を取り消
し、後記第２の１記載の本件不支給分の支
給を求めるということである。

第２　事案の概要
１　事案の概要

　本件は、請求人が、国民年金法（以下
「国年法」という。）第２６条（公的年金
制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
等のための国民年金法等の一部を改正す
る法律（平成２４年法律第６２号）によ
る改正前のもの）の規定による老齢基礎
年金（以下、単に「老齢基礎年金」とい
う。）の額に、振替加算額が加算されてい
ないことが判明し、国民年金老齢基礎年
金額加算開始事由該当届（以下「加算開
始事由該当届」という。）を提出したとこ
ろ、厚生労働大臣が、振替加算額につい
て、平成○年○月以前分までの部分は時
効消滅したとして、これを支給せず、同
年○月以降分を支給する旨の処分（以下

「原処分」といい、時効消滅により支給し
ないとされた部分を「本件不支給分」と
いう。）をしたことに対し、請求人が、標
記の社会保険審査官に対する審査請求を
経て、当審査会に対し、再審査請求をし
たという事案である。

２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として、次の各

事実が認められる。
⑴　請求人は、平成○年○月○日に６０

歳に達し、同日を受給権取得年月日と
する厚生年金保険法（以下「厚年法」
という。）附則第８条の規定によるいわ
ゆる特別支給の老齢厚生年金（以下

「特老厚年金」という。）の受給権を取
得した。

⑵　請求人の夫であるＡ（以下「Ａ」と
いう。）は、平成○年○月○日に６５歳
に達し、同日を受給権取得年月日とす
る老齢基礎年金及び厚年法による老齢
厚生年金（以下、単に「老齢厚生年金」
という。）の受給権を取得した。また、
その老齢厚生年金の額には請求人を対
象者とする国民年金法等の一部を改正
する法律（平成１６年法律第１０４号）
による改正前の厚年法（以下「１６年
改正前厚年法」という。）第４４条所定
の加給年金額が加算されていた。

⑶　請求人は、平成○年○月○日に６５
歳に達したことから、同日に老齢基礎
年金及び老齢厚生年金の裁定請求の手
続をし（以下「本件裁定請求」とい
う。）、同日をもって、その特老厚年金
の受給権は失権し、同日を受給権取得
年月日とする老齢基礎年金及び老齢厚
生年金の支給を受けることとなった。
また、同日をもって、Ａの老齢厚生年
金の額に上記⑵記載の加給年金額は加
算されないこととなった。

⑷　請求人は、平成○年○月○日（受
付）、厚生労働大臣に対し、Ａを筆頭者
とする戸籍の全部事項証明書、Ａを世
帯主とする世帯の世帯全員の住民票等
を添付して、加算開始事由該当届を提
出した（以下「本件提出」という。）。

⑸  厚生労働大臣は、加算開始事由該当
届に基づき、平成○年○月○日付けで、
請求人に対し、振替加算額について、
平成○年○月から老齢基礎年金の額に
加算するが、時効消滅したとして本件
不支給分はこれを支給せず、平成○年
○月以降分を支給する旨の処分（原処
分）をした。



必要書類」という。）を添えて裁定請求し
なければならないこととされている（平
成１９年厚生労働省令第２２号による改
正前の国民年金法施行規則第１６条の２
第２項第３号、平成２９年厚生労働省令
第１２２号による改正前の国民年金法施
行規則第１７条の３第２項）。

３　本件の場合、請求人が６５歳に達する
前に、Ａの老齢厚生年金の額には請求人
を対象者とする１６年改正前厚年法第
４４条所定の加給年金額が加算されてい
たのであるから、請求人の老齢基礎年金
の額に振替加算額を加算する事由が生じ
たのは、請求人が６５歳に達した平成○
年○月○日となる。これに対し、請求人
が、厚生労働大臣に対し、本件提出によ
り振替加算額の加算を請求したのは、平
成○年○月○日であるところ、厚生年金
保険の保険給付及び国民年金の給付に係
る時効の特例等に関する法律（平成１９
年法律第１１１号）による改正前の国年
法第１０２条第１項は、年金給付を受け
る権利は、５年を経過したときは、時効
によって消滅する旨を、また、会計法第
３０条は、国に対する権利で金銭の給付
を目的とするものについては、５年間こ
れを行わないときは時効により消滅する
旨をそれぞれ規定している。

４　本件の問題点は、上記１ないし３の関
係法令に照らして、原処分が適法と認め
られるかどうかである。

第２　当審査会の判断
１　前記第１の３に説示のとおり、請求人

の老齢基礎年金の額に振替加算額の加算
事由が生じたのは平成○年○月○日であ
り、請求人が本件提出により振替加算額
の加算を請求したのは同月から５年以上
経過した後の平成○年○月○日であるか
ら、本件に係る振替加算額について、前
記の国年法の消滅時効に係る規定をその
まま適用すると、振替加算額の受給権は
請求時には既に時効によって消滅してい
たことになるが、保険者はこのような場
合において、受給権の行使自体は是認す
るという行政措置をとるのを例とした上

⑹　請求人は、原処分を不服として、標
記の社会保険審査官に対する審査請求
を経て、当審査会に対し、再審査請求
をした。

第３　当事者等の主張の要旨
（略）
　

理由
第１　問題点

１　大正１５年４月２日から昭和４１年４
月１日までの間に生まれた者（以下「振
替加算対象者」という。）の老齢基礎年金
の額は、振替加算対象者が、６５歳に達
した日において、６０年改正法附則第
１４条第１項各号（老齢厚生年金（特老
厚年金を含み、その額の計算の基礎とな
る期間の月数が原則２４０以上であるも
のに限る。）の受給権者等）のいずれかに
該当するその者の配偶者によって生計を
維持していたとき（当該６５歳に達した日
の前日において、当該配偶者がその受給
権を有する上記６０年改正法附則第１４
条第１項各号に掲げる年金たる給付の加
給年金額の計算の基礎となっていた場合
に限る。）は、関係規定によって定められ
た老齢基礎年金の額に、２２万４７００
円（請求人が６５歳に達した当時は２３
万１４００円）に国年法第２７条に規定
する改定率を乗じて得た額にその者の生
年月日に応じて政令で定める率を乗じて
得た額を加算した額とされている（６０
年改正法附則第１４条第１項）。

２　特老厚年金の受給権者が老齢基礎年金
の裁定を請求する場合であって、当該受
給権者が６０年改正法附則第１４条第１
項に該当する者であるときは、①その配
偶者が６０年改正法附則第１４第１項各
号の規定に該当することを明らかにする
ことができる書類、②当該受給権者とそ
の配偶者との身分関係を明らかにするこ
とができる市町村長の証明書又は戸籍の
抄本、及び、③当該受給権者がその配偶
者によって生計を維持していたことを明
らかにすることができる書類（以下、こ
の①ないし③の書類を併せて「振替加算



老齢厚生年金に係る年金見込額がそれぞ
れ記載され、いずれにも日付を平成○年
○月○日とする○○社会保険事務所の受
付印が押印され、老齢基礎年金に係る本
件回答票の年金見込額内訳には、定額と
して「○○○，○○○円」、振替加算額と
して「○○○，○○○円」、内訳合計額と
して「○○○，○○○円」と記載され、

「夫の年金の内　配偶者加給○○○，○
○○」との付記が認められる。また、本
件記録中のＡの受給権者改定記録回答票

（年金コード「○○○○」の項番○○及び
○○）の写しによれば、請求人が６５歳
に達したことにより、Ａの老齢厚生年金
の額について、○○○万○○○○円から
○○○万○○○○円に○○万○○○○円
の減額改定（以下「本件減額改定」とい
う。）がされていることから、同額が、当
時、Ａの老齢厚生年金の額に加算されて
いた請求人を対象者とする１６年改正前
厚年法第４４条所定の加給年金額であっ
たことが認められる。そうすると、請求
人は少なくとも平成○年○月○日に当時
の○○社会保険事務所を訪問し、同社会
保険事務所において、同社会保険事務所
の担当者が、請求人の老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の年金見込額について、本
件回答票を作成したことが認められ、老
齢基礎年金に係る本件回答票の付記「夫
の年金の内　配偶者加給○○○，○○
○」中の「配偶者加給○○○，○○○」
は、Ａの老齢厚生年金の額に加算されて
いた請求人を対象者とする１６年改正前
厚年法第４４条所定の加給年金額を指す
ものであったと推認できる。また、老齢
基礎年金に係る本件回答票には振替加算
額として○○万○○○○円が年金見込額
内訳として記載されているのであるから、
同担当者は、Ａの老齢厚生年金の額に請
求人を対象者とする１６年改正前厚年法
第４４条所定の加給年金額が加算されて
いることを確認した上で、請求人の老齢
基礎年金の年金見込額に振替加算額を内
訳として加えたものと認めるのが相当で
ある。そして、老齢基礎年金の受給権者

で、これに基づいて支払期日ごとに発生
する年金給付の支給を受ける権利（以下

「支分権」という。）については、会計法
の前記規定によりそれぞれ５年の経過を
もって時効により消滅するとして、振替
加算額のうち、平成○年○月分まではそ
の支分権が時効により消滅していること
を理由に、これを支給せず、同年○月以
降分を支給する旨の原処分をしたものと
考えられる。

２　これに対し、請求人は別紙１のように
主張する。すなわち、請求人はＡにより
生計を維持していない旨の申出をしてい
ないし、請求人が６５歳に達し老齢基礎
年金の支給を受けるまでＡの老齢厚生年
金の額には請求人を対象者とする１６年
改正前厚年法第４４条所定の加給年金額
が加算され、その上、請求人は、同人が
６５歳に達する約２か月前の平成○年○
月○日に当時の○○社会保険事務所を訪
問し（以下「本件訪問」という。）、同人
が６５歳に達した後の老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の年金見込額を算出しても
らったところ、その老齢基礎年金の年金
見込額には振替加算額が加算されていた
にもかかわらず、本件訪問の時以降本件
裁定請求の時まで、同社会保険事務所の
担当者から、請求人に対し、振替加算必
要書類の提出に係る勧奨がなかったこと
から、本件不支給分が時効消滅により支
給されなくなったとして、前記の時効消
滅の処理は不当である旨主張するのであ
るから、以下、本件不支給分の取扱いが
妥当といえるかどうかについて検討する。
　前記「事実」欄第２の２⑵及び⑶によ
れば、Ａの老齢厚生年金の額には請求人
が６５歳に達するまで、請求人を対象者
とする１６年改正前厚年法第４４条所定
の加給年金額が加算されていたことが認
められる。そして、本件記録中には、請
求人が再審査請求時に提出した制度共通
年金見込額照会回答票（以下「本件回答
票」という。）２通（いずれも写し）があ
り、本件回答票２通には、平成○年○月
現在における請求人の老齢基礎年金及び



件訪問をした際に、当時の○○社会保険
事務所の担当者は、請求人に係る配偶者
状態表示の確認において、同担当者に通
常期待される程度の注意義務を履行しさ
えすれば、請求人に係る配偶者状態表示
は加算可能表示として記録されていない
ことから、請求人が振替加算必要書類の
提出をしていないことに気付くことがで
きたはずであり、請求人に対し、本件裁
定請求の時に振替加算必要書類の提出等
必要な対応を促すことは十分に可能で
あったと認めるのが相当である。そして、
それをしない同担当者の対応は、同担当
者に求められる確認及び説明義務に反し
た不適切な対応であったといわざるを得
ないというべきである。また、同担当者
が適切な対応をしていれば、請求人は本
件裁定請求の時に振替加算必要書類の提
出等の必要な対応が行えたものと認めら
れ、請求人は、平成○年○月から、振替
加算額を加算した老齢基礎年金を受給す
ることができたものと認めるのが相当で
あるから、本件裁定請求の時に、請求人
が振替加算必要書類の提出等必要な対応
したものとみなすのが相当であり、社会
保険分野にも適用があるとされる信義則
の法理に照らし、これにより消滅時効の
進行が妨げられるものというべきである。
したがって、請求人に係る振替加算額に
つき、平成○年○月以前分を除外して支
給するとした原処分は妥当ではない。

３　以上によれば、原処分は、上記の趣旨
と異なるから妥当でなく、取り消されな
ければならないから、主文のとおり裁決
する。

の配偶者の有無、その配偶者が前記第１
の１に掲示した振替加算額の加算に係る
所定の要件を満たし、受給権者がその配
偶者により生計を維持していたかどうか
は、受給権者の年金記録中の配偶者状態
の表示（以下「配偶者状態表示」とい
う。）に記録され、配偶者状態表示が、振
替加算必要書類の提出等の確認により振
替加算額の加算が可能である旨の表示

（以下「加算可能表示」という。）として
記録されないと、老齢基礎年金の額に振
替加算額が加算されないことは、当審査
会においても顕著な事実であるところ、
本件記録によれば、本件提出による処理
が行われるまで、請求人に係る配偶者状
態表示が加算可能表示でなかったことが
認められるのである。また、本件訪問の
時に、同担当者が、請求人に対し、本件
裁定請求の時に振替加算必要書類の提出
が必要である旨の勧奨をしていれば、請
求人が本件裁定請求の時に振替加算必要
書類を提出しない理由は見当たらず、ま
た、本件訪問の時が本件裁定請求の時と
も時間的に近接した平成○年○月○日に
されていたことを考え併せるに、同勧奨
があれば、請求人は本件裁定請求の時に
振替加算必要書類を提出していたものと
認めるのが相当である。しかしながら、
請求人は本件裁定請求の時に振替加算必
要書類を提出していないのであるから、
同担当者は、本件訪問の時、本件回答票
を作成するに当たり、請求人に係る配偶
者状態表示が加算可能表示と記録されて
いないことから、請求人が振替加算必要
書類の提出をしていないことに気付き、
請求人に対し、本件裁定請求の時に振替
加算必要書類の提出が必要である旨の勧
奨をすべきところ、同勧奨を怠ったとし
か考えられないのである。
　そうすると、当時の社会保険事務所の
担当者として、老齢基礎年金に係る年金
見込額に振替加算額を加算できるか判断
するため、同年金の受給権者に係る配偶
者状態表示を確認することは、同判断の
基本動作というべきところ、請求人が本




